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１ はじめに 

  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（以下「法」という。）第 26 条の

規定により、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状

況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出すると

ともに公表することが義務付けられています。また、点検及び評価を行うに当

たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとされてい

ます。 

朝来市教育委員会（以下「委員会」という。）では、法の趣旨に則り、効果的

な教育行政の推進と市民への説明責任を果たすため、令和元年度における本市

の教育に関する事務の管理及び執行状況について点検及び評価を行い報告書と

してまとめました。 

また、「教育に関し学識経験を有する者の知見の活用」については、点検及び

評価の公正性、客観性を確保するためのものであり、外部評価者として昨年度

から引き続き 兵庫教育大学大学院 教授 吉川 芳則 氏に専門的な立場か

ら評価と指導をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

     地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等） 

第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第 1 項の

規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事

務（同条第 3項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）

を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その

結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表

しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関

し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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２ 点検・評価の目的 

 

 点検・評価を実施することにより、事務事業の課題や取組みの方向性を明ら

かにすることができ、教育行政の効果的な推進が図れるとともに、点検・評価

の結果に関する報告書を広く公表することによって、市民に対する行政の透明

性の確保と説明責任を果たし、教育行政への理解を図ることを目的としていま

す。 

 

３ 点検・評価の方法 

 

点検・評価の方法は、本市が実施している行政マネジメントシート(評価書)

による評価を活用しています。 

掲載しています事務事業については、令和元年度に教育委員会が実施いたし

ました事務事業の中から、決算を伴うすべての一般会計の事務事業について評

価を行っています。 

点検及び評価の方法としては、一次評価を各課長が行い、二次評価を教育部

長がそれぞれ各評価項目の「拡充」～「廃止」の評価を行います。評価理由に

は、評価の判断理由を記入しています。なお、この結果は、朝来市のホームペ

ージ上にも掲載されています。 

 

４ 点検・評価の対象事業 

 

 点検・評価の対象事業は、次の 39事務事業とします。    （評価書ページ） 

（１）小学校特色ある学校づくり事業      （学校教育課） Ｐ１ 

（２）中学校特色ある学校づくり事業      （学校教育課） Ｐ１ 

（３）わくわくオーケストラ教室事業      （学校教育課） Ｐ１ 

（４）英語教育強化事業                （学校教育課） Ｐ１ 

（５）英語指導助手設置事業          （学校教育課） Ｐ１ 

(６) 英語教育強化支援事業          （学校教育課） Ｐ１  

（７）教職員研修事業             （学校教育課） Ｐ２ 

（８）「確かな学力」育成事業          （学校教育課） Ｐ２ 

（９）学校音楽祭開催事業           （学校教育課） Ｐ２ 

（10）子ども子育て支援計画策定事業     （こども育成課） Ｐ２ 

  （11）管外保育所委託事業          （こども育成課） Ｐ２ 

  （12）私立保育所・こども園障害児保育支援事業（こども育成課） Ｐ２ 

（13）私立保育所・こども園運営改善支援事業 （こども育成課） Ｐ３ 
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  （14）こども園学びのサポーター配置事業   （こども育成課） Ｐ３ 

  （15）放課後児童対策事業          （こども育成課） Ｐ３ 

（16）小学校学びのサポーター配置事業     （学校教育課） Ｐ３ 

  （17）中学校学びのサポーター配置事業     （学校教育課） Ｐ３ 

（18）コミュニティ・スクール推進事業     （学校教育課） Ｐ４ 

（19）小学校整備事業             （学校教育課） Ｐ４ 

  （20）中学校整備事業             （学校教育課） Ｐ４ 

（21）小学校教育振興事業           （学校教育課） Ｐ４ 

  （22）中学校教育振興事業           （学校教育課） Ｐ４ 

  （23）梁瀬小学校屋内運動場大規模改造事業   （学校教育課） Ｐ４ 

  （24）中川小学校屋内運動場大規模改造事業   （学校教育課） Ｐ４ 

  （25）社会教育総務一般管理事業        （生涯学習課） Ｐ５ 

（26）生涯学習推進員設置事業         （生涯学習課） Ｐ５ 

  （27）人権教育推進事業            （生涯学習課） Ｐ５ 

（28）成人式開催事業             （生涯学習課） Ｐ５ 

（29）少年少女オーケストラ事業        （生涯学習課） Ｐ５ 

   (30) 図書館運営管理事業                     （生涯学習課） Ｐ５ 

（31）文化財保護調査・啓発事業        （文化財課）  Ｐ６ 

（32）文化財保存活用事業（天然記念物保護）  （文化財課）  Ｐ６ 

  （33）文化財保存活用事業（竹田城跡保存活用） （文化財課）  Ｐ６ 

   （34）社会教育団体支援事業          （生涯学習課） Ｐ６ 

   (35) 保健体育一般管理事業                （生涯学習課） Ｐ６ 

(36) 体育協会等支援事業                   （生涯学習課） Ｐ６ 

(37) 社会体育事業（全市）                   （生涯学習課） Ｐ７ 

(38) 温水プール運営管理事業                  （生涯学習課） Ｐ７ 

(39) 体育施設整備事業                     （生涯学習課） Ｐ７ 
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５ 教育委員会の構成（平成 31年度）  （平成 31年４月～令和２年３月） 

役 職 氏 名 任   期 職 業 等 

委員長 

（教育長職務代理者） 
藤 井 義 正 

H23.6.7～H27.6.6 

H27.6.7～R1.6.6 
無職 

委 員 

教育長職務代理者 
青 田  勉 

H26.5.24～H30.5.23 

H30.5.24～R4.5.23 
無職 

委 員 桑 田 まゆみ H28.5.24～R2.5.23 無職 

委 員 足 立 武 裕 H29.5.24～R3.5.23 教会長 

委 員 髙 内 祥 子 R1.6.7～R5.6.6 声楽家（ソプラノ） 

教育長 千 歳 誠一郎 H29.6.2～R2.6.1 教育長１期目 

 

６ 教育委員会の開催状況        （平成 31年４月～令和２年３月） 

回数 開催日 開催場所 協議事項等 

第１回 4月 22日 本庁舎 

朝来市教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助執

行に関する規則の一部改正について/平成 31年度教育委

員会事務局組織について/平成 30年度朝来市内中学生の

進路について/平成 31 年度市内小中学校一覧について/

平成 31 年度市内こども園一覧について/平成 31 年度台

風、大雪等による臨時休校等について/朝来市こども教育

支援センターについて/次回教育委員会の日程について 

第２回 5月 29日 本庁舎 

朝来市図書館条例施行規則の一部を改正する規則につい

て/県民の信頼確保と厳正な規律の保持について/令和元

年度市内小・中学校修学旅行等の日程について/令和元年

度「トライやる・ウィーク」受け入れ事業所について/

夏季休業日中の生徒指導について/次回教育委員会の日

程について 

臨時会 6月 7日 本庁舎 
朝来市教育委員会教育長職務代理者の指名について/次

回教育委員会の日程について 

第３回 6月 19日 本庁舎 

朝来市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱

の一部を改正する告示ついて/第 8 回朝来市議会定例会

一般質問について/平成 31 年度部活動加入生徒数につい

て/次回教育委員会の日程について 
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第４回 7月 22日 本庁 

朝来市教育振興基本計画策定について/朝来市子ども・子

育て支援事業計画策定について/令和元年度市内小学校

運動会、中学校体育大会について/令和元年度市内こども

園運動会について/次回教育委員会の日程について 

第５回 8月 19日 本庁舎 

令和 2 年度使用教科用図書の採択について/中学校の部

活動を目的とする転入・転居についての考え方について/

中学生海外派遣事業について/令和元年度市内小中学校

運動会・体育祭（大会）について/次回教育委員会の日程

について 

第６回 9月 19日 本庁舎 

こども園 2 号認定児の給食費の額の設定について/朝来

市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則

について/朝来市立認定こども園条例施行規則の一部を

改正する規則について/第 9 回朝来市議会定例会一般質

問について/令和元年度学校訪問の日程について/学校運

営協議会の設置について/第 5 回朝来市議会定例会一般

質問について/朝来市小学校・中学校教職員防災初動マニ

ュアルについて/夏季休業日中の中学校部活動の結果に

ついて/平成 30 年度学校訪問日程について/避難情報等

発令時のこども園の対応について/次回教育委員会の日

程について 

第７回 10月 23日 本庁舎 

冬季休業日中の生徒指導について/令和元年度教育推進

月間の取り組みについて/次回教育委員会の日程につい

て 

第８回 11月 19日 本庁舎 

朝来市立学校における学校運営協議会の設置等に関する

規則の全部を改正する規則について/令和元年度朝来市

教職員異動方針について/朝来市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例について/朝来市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例について/朝来市一般会計補正予算（第 4号）に

ついて/次回教育委員会の日程について 

第９回 12月 23日 本庁舎 

朝来市図書館条例施行規則の一部を改正する規則につい

て/第 3期朝来市教育振興基本計画策定について/第 2期

朝来市子ども・子育て支援事業計画について/第 11 回朝

来市議会定例会一般質問について/令和元年度朝来市中

学校新人戦大会結果について/令和 2 年度朝来市成人式
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について/卒業（園）式、入学（園）式の日程について/

令和 2年度兵庫県市町村教育委員会連合会事業日程につ

いて/次回教育委員会の日程について 

第 10回 1月 28日 本庁舎 

朝来市保育所等運営補助金交付要綱の一部を改正する告

示について/朝来市保育所等給食費補助事業の特例を定

める要綱について/朝来市多子世帯保育料軽減事業実施

要綱の一部を改正する告示について/令和元年度教育委

員会事務の点検・評価（平成 30年度実績）について/令

和元年度全国学力・学習状況調査について/令和元年度全

国体力・運動能力、運動習慣等調査について/令和 2年度

児童生徒数見込みについて/令和元年度卒業（園）式出席

者について/令和元年度朝来市中学校新人戦大会結果に

ついて/次回教育委員会の日程について 

第 11回 2月 18日 本庁舎 

第3期朝来市教育振興基本計画策定について/第 2期朝来

市子ども・子育て支援事業計画について/朝来市要保護及

び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱の一部改正につ

いて/令和元年度朝来市一般会計補正予算（第 6号）につ

いて/令和 2年度指導の重点（案）について/令和 2年度

教職員辞令交付式について/令和 2 年度市内小中学校等

入学式出席者（案）について/学校の在り方に関する保護

者アンケートの実施について/次回教育委員会の日程に

ついて 

第 12回 3月 27日 本庁舎 

朝来市中学校部活動振興補助金交付要綱の制定について

/朝来市通学路安全推進協議会要綱の制定について/朝来

市スクールバス管理運行規則の一部を改正する規則につ

いて/朝来市教育委員会事務局組織規則の一部を改正す

る規則について/朝来市教育委員会プロジェクトチーム

規程の制定について/朝来市立学校の在り方検討プロジ

ェクトチーム規程の制定について/朝来市立学校におけ

る学びのサポーター配置要綱の一部を改正する告示につ

いて/朝来市立学校における学びのサポーター（学校生活

支援員）要綱の一部を改正する告示について/朝来市立学

校等に勤務する臨時職員の身分、給与、服務及び分限に

関する規則を廃止する規則について/朝来市立学校等に

勤務する臨時職員の服務に関する規程を廃止する規程に

ついて/朝来市外国語指導助手任用規則の制定について/
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朝来市立小学校及び中学校教職員の業務の量の適切な管

理に関する措置等を定める規則について/朝来市立小学

校及び中学校管理運営規則の一部を改正する規則につい

て/朝来市立小学校及び中学校教職員の服務に関する規

程の一部を改正する規程について/朝来市立学校事務職

員の職務に関する基本規程の制定について/朝来市図書

館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について/

朝来市教育委員会事務局職員の懲戒処分の基準を定める

内規について/朝来市教育委員会事務局職員の懲戒処分

の公表基準を定める内規について/第 12回朝来市議会一

般質問について/令和 2 年度入園予定園児数について/令

和2年度当初児童生徒数について/令和 2年度教育委員会

年間行事計画について/次回教育委員会の日程について 

 

 

７ 外部評価者の意見 （評価者：兵庫教育大学大学院 教授 吉川 芳則 氏） 

 

【教育委員会の活動状況及び総括的事項について】 

 年度内に 12回の教育委員会議を開催し、園児、児童、生徒の学校内外におけ

る健全な成長、さらには市民の学習ニーズへの対応を保障するための審議、検

討が積極的になされており、教育委員会の活動が適切に機能していることが認

められる。 

 とくに今年度は、本市の「第３期教育振興基本計画」の策定時期に当たって

おり、第４回、第９回、第 11回と段階的に協議が行われ、策定作業が順調に進

められたことがうかがえる。同様な取組は、「第２期子ども・子育て支援事業計

画」についてもなされている。 

 また「要保護及び準要保護児童生徒就学援助支給要綱の一部の改正」（第３回、

第 11 回）、「保育所等運営補助金交付要綱の一部の改正」「保育所等給食費補助

事業の特例を定める要綱の一部の改正」「多子世帯保育料軽減事業実施要綱の一

部の改正」（第 10 回）等、子育て世代に関わる案件についても手厚く審議され

た。さらに第 12回には、学校の教職員、事務職員の「業務の量の適切な管理に

関する措置」や「服務」等、働き方についての審議も行われた。教育のあり方

に関して時宜にかない、目配りの効いた活動状況が展開されており評価できる。 

 

【主な事業についての評価及び今後に向けての期待】 

（１）基本方針１ ふるさとに感謝し、自立して未来に挑戦する態度の育成について 
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 三つの基本的方向のうち「グローバル化に対応した教育の推進」については

各事業とも「継続」の評価がなされ、「保護者からも好評を得ている」との評価

理由（「英語教育支援事業」）にもあるように、一定の成果を上げながら順調に

取組が展開されていると思われる。英語教育は、本市が力を入れている施策の

一つでもあり、引き続き事業内容の充実・改善に努めながら実施されることが

望まれる。 

 一方で「社会的自立に向けたキャリア形成の支援」にある「小（中）学校特

色ある学校づくり事業」については、その効果を認めながらも内容や方法につ

いての課題が認識されている。これまでの本事業の実績を踏まえ、学校現場と

行政とが協議・協力しながら、よりよいあり方が見いだされることを期待する。 

 英語教育等、「自立」の面からの外向き志向は充実しているが、足元の「ふる

さと」を子どもたちの視点から見つめ直すことを促す取組が、もう少し意識さ

れてもよいかもしれない。 

  

（２）基本方針２ 「生きる力」を育む教育の推進について 

「『確かな学力』育成事業」や「放課後児童対策事業」に人材・人員面での確

保が課題としては挙げられてはいるが、その対応策への検討も認識されており、

各事業とも「継続」評価がなされ、適切に実施・運営されていることがうかが

える。 

とりわけ基本的方向の「幼児期の教育の充実」における各事業は充実してい

ると思われる。若い世代の保護者が、安心して本市に住まい、働くことができ

る環境を整備、提供する取組は、引き続き着実に実施・発展させていくことが

望まれる。  

 「特別支援教育の充実」についても、支援を要する児童生徒の増加傾向に対

応すべく、学びのサポーターの人員配置を行っており、専門性を高めるための

研修会を実施していることも含め評価される。 

 

（３）基本方針３ 子どもたちの学びを支える仕組みの確立について 

 厳しい財政事情のなか、市内小・中学校の整備事業として施設改修・修繕等

の工事を計画的に進めようとしていることは評価される。各校の状況を勘案し

ながら段階的に、着実に実施されることを期待する。 

 「小・中学校教育振興事業」として、ICT環境の整備を積極的に図ろうとして

いることも注目される。児童生徒たちにとって、ICTに対する知識や技能の獲得

は、これまで被ることも少なくなかったであろう地域性による種々の不利益に

左右されることなく、新たな自己を開発・成長させるための術を身につけるこ

とに通じる。継続して推進されたい。 
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（４）基本方針４ すべての市民が学ぶ生涯学習社会の形成について 

 「少年少女オーケストラ事業」「文化財保存活用事業（天然記念物保護、竹田

城保存活用事業）等、文化面での本市ならではの積極的な取組が見られる。人

員や施設面での課題も認識されているところではあるが、充実させるための姿

勢が認められる。本市が誇れる文化活動・遺産、自然である。各部局等の協力

も得て推進されたい。 

 「図書館運営管理事業」については、新たに広域連携（福知山市、丹波市等）

などを図りながらの利用促進を検討されていることなど、柔軟な運営方法を模

索して施設活用を活性化しようとしている取組が評価される。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

８ まとめ 

平成 19 年度から始めた事務事業評価ですが、平成 27 年度からは外部評価者

を導入し、昨年度から兵庫教育大学大学院 教授 吉川 芳則 氏に本市にお

ける活動状況を見ていただき、適切な評価、貴重な意見も教授いただきご指導

を受けました。 

令和元年度は、各学校園では、子どもたちの健やかな成長に向けて様々な教

育活動に積極的に取り組みました。 

少子高齢化やグローバル化、Society5.0 社会へ向けた大きな変化に伴い、子

どもたちを取り巻く環境や学校が抱える課題は、高度化・複雑化しています。

そのような中、幅広い知識と柔軟な思考力に基づいて知識を活用し、イノベー

ションや新たな社会を創造していく人材、国際的な視野をもち個人や社会の多

様性を尊重しつつ、他者と協働して課題解決を行う人材が求められています。 

こうした背景の中、新学習指導要領が令和２年度から小学校、令和３年度か

ら中学校で全面実施されます。この学習指導要領を踏まえ、ＩＣＴを活用した

授業改善が喫緊の課題の一つと捉えることができます。 

そこで、朝来市教育研修会では、市内各こども園、小・中学校の教職員と各

ＰＴＡ会員を対象に、「新学習指導要領とＩＣＴ機器の活用について」と題して

講演会を盛会に開催することができました。今後は、学習指導要領で示された

「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善や「カリキュラム・マ

ネジメント」を通しての見直しに向けた研修を推進します。 

授業のユニバーサルデザイン化事業の推進については、４年かけての市内全

校の研究指定も終わり、学習環境の工夫や授業の進め方等効果がみられました。

今後も「朝来市モデル」が基礎となり、授業改善へ繋がる研究が各校で進めら

れることを期待しています。 
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また、昨年の但馬地区指定幼小接続推進研修会を機に、学びのつながりを意

識した「朝来市版アプローチカリキュラム」が完成しました。引き続き、園小

の円滑な接続の研究から「スタートカリキュラム」の作成を進めていただいて

いるところです。 

令和２年３月に、令和２年度から５年間を対象期間とする「第３期朝来市教

育振興基本計画（あさご夢・学びプラン）」を策定しました。 

本計画で掲げております基本理念は、「ふるさと朝来の未来を担う人づくり～

地域と共に創り上げる教育の推進～」です。これは、ふるさと朝来に愛着と誇

りをもち、将来朝来の発展に貢献できる人づくりに向け、そこに暮らしている

人々とのつながりを大切にし、次代を担う人材育成を示しています。また、子

どもや学校が抱える課題の解決、未来を担う子どもたちを育成するためには、

地域総がかりでの教育の実現が不可欠と考えています。 

そこで、各学校は、地域社会の様々な関係機関等との連携強化の重要性が指

摘される中、令和２年度から、市内全小・中学校に学校運営協議会を設置し、「開

かれた学校」から更に一歩踏み出し、地域と一体となって子どもたちを育む「地

域とともにある学校」コミュニティ・スクールへ転換していきます。 

また、ハード面では、引き続き年次計画に基づき校舎改築及び屋内運動場改

修に取り組むとともに、令和２年度から小学校でのプログラミング教育実施に

向け、ＩＣＴ支援員の配置と有効活用に努め、ＩＣＴ機器の導入に向けた準備

をすすめました。 

 今回外部評価者からは、「第３期教育振興基本計画」の策定にあたり、段階的

に協議が行われ、策定作業が順調に進められたことがうかがえるとの評価を受

けました。同様な取組の「第２期子ども・子育て支援事業計画」についてもな

されています。 

 また、学校の教職員、事務職員の「業務の量の適切な管理に関する措置」や

「服務」等、働き方についての審議も行われました。教育のあり方に関して時

宜にかない、目配りの効いた活動状況が展開されていると高く評価いただきま

した。一方で「社会的自立に向けたキャリア形成の支援」にある「小（中）学

校特色ある学校づくり事業」については、その効果を認めながらも内容や方法

についての課題が認識されています。これまでの本事業の実績を踏まえ、学校

現場と行政とが協議・協力しながら、よりよいあり方を見いだす必要があると

の指摘もいただいたところです。 

 今後、本市教育委員会事務局が、事務事業評価の結果をしっかりと理解し、

各事業がめざす目標について再認識を図り、より一層の工夫・改善に努めると

ともに、市長部局とも更なる連携を図りながら、市民に信頼される教育行政の

推進に努めてまいります。 


